
居宅介護支援 

契約書別紙（兼重要事項説明書） 

 

  利用者に対する指定居宅介護支援の提供開始にあたり、厚生労働省令の規定に基づき、当事業所が利用者に説

明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 プラウドライフ株式会社 

主たる事務所の所在地 
〒210-0006  

神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目2番地4川崎砂子ビルディング8階 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 峰山 正樹 

設立年月日 2006年7月3日 

電話番号 044-589-2713    

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 ケアプランセンターはなことば前橋 

サービスの種類 居宅介護支援 

事業所の所在地 〒371-0847 群馬県前橋市大友町2-25-12 YKビル2階 

電話番号 027-212-4205 

指定年月日・事業所番号 2016年2月1日 指定 1070106479 

管理者の氏名 伊藤 真実 

通常の事業の実施地域 前橋市、高崎市、渋川市 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

プラウドライフ株式会社（以下「運営法人」という）が開設するケアプランセンターはな

ことば前橋（以下「事業所」という）が行う指定居宅介護支援の事業（以下「事業」とい

う）の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護

支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを

目的とする。 

運営の方針 

１ 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者

が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう利用者の立場にたった援助を行うものとする。 

２ 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的

に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。 

３ 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援セン

ター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事

業者、指定居宅サービス等事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民

による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者



等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

 

４．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

お電話等でお申込みください。当事業所の従業者がお伺いいたします。 

（２）サービスの終了 

① 利用者の都合でサービスを終了する場合 

サービス終了を希望する７日前までに文書でお申出ください。 

② 事業所の都合でサービスを終了する場合 

・人員不足、事業規模の縮小、事業所の休廃止等により、この契約に基づく居宅介護支援の提供が困難に

なった場合、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は終了１ヵ月前までに文

書で通知し、他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。 

・利用者又はその家族の著しい不信行為等により、この契約の継続が困難となった場合には、文書で通知

することにより、サービスの提供を終了させていただく場合があります。 

③ 自動終了 

次の場合には自動的にサービスを終了させていただきます。 

・利用者が介護保険施設や医療施設等に１ヶ月を超える期間の入所、又は入院した場合 

・利用者の要介護認定区分が自立もしくは要支援と認定された場合 

・利用者が死亡した場合 

 

５． サービスの内容                                                            

(1) 事課題の分析について使用する課題分析の方法はMDS-HC方式・包括自立支援プログラム・独自方式の中か

ら用いる。定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において、利用者及び

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じま

す。また、当該指定居宅介護支援業所において前６月間に作成した居宅サービス計画のうち訪問介護等が

占める割合や同一の指定居宅サービス事業者等が占める割合等について、別紙１のとおりです。 

(2) 居宅介護支援サービスの内容は次のとおりです。 

  ①ケアプランの作成 

  ②居宅介護サービス事業者との連絡調整、便宜の提供 

  ③サービス実施状況の把握、ケアプラン等の評価 

  ④利用者の要介護度に応じた給付管理 

  ⑤介護に関する相談・説明 

  ⑥医療機関又は利用者の主治医との連携 

  ⑦要介護認定申請にかかわる援助 

(3) 居宅介護支援にあたっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、

適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努力します。 

(4) 居宅介護支援にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサ

ービスが特定の種類又は特定のサービス事業所に不当に偏することがないよう、公正中立に行います。 

(5) 居宅介護支援にあたっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努めるとともに、医療サービスとの

連携に十分配慮いたします。 

(6) 事業所は、ケアプランの作成後においても、利用者やその家族、事業者等との連絡を継続的に行うことに

より、ケアプランの実施状況を把握するとともに、利用者についての解決すべき課題を把握し、必要に応

じてケアプランの変更、事業者等の連絡調整その他の便宜を提供します。 

また、１月に１回は利用者宅を訪問し面接を行い、１月に１回はモニタリングの結果を記録します。 

(7) 事業所は、ケアプランの実施状況、解決すべき課題等について適切な記録を作成・保管し、利用者に対し



て継続的に情報提供及び説明等を行います。 

 

(8) 居宅介護支援に係る事業所の義務ついて 

・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族

に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及

び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。 

・介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と

認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報

のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。 

・介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望してい

る場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」と

いう。）の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際に

は、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。 

・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が

基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹

介するよう求めることができます。 

・また利用者は指定居宅介護支援事業所に対し、ケアプランに位置付けたサービス事業者等 

 の選定理由の説明を求めることができます。 

 

６．営業日時 

営業日 
月曜日から金曜日まで 

但し、祝祭日、年末年始（12月31日から1月3日）を除きます。 

営業時間 
 午前９時から午後６時まで 

 但し、利用者の希望に応じて、電話等による連絡は２４時間対応を行うものとします。 

 

７．事業所の職員体制 

従業者の職種 
員    数 

常勤 非常勤 計 

介護支援専門員 ３人 ０人 ３人 

                   ※介護支援専門員１人当たりの担当利用者数の上限を３９人とする。 

８．利用料等 

（１）指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、

当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はありません。 

ただし、利用者の介護保険料の滞納等により、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を

受領することができない場合は、利用者は利用料金の全額を事業者に対し、支払うものとします。支払が

確認されますと、事業所はサービス提供証明書を発行します。この証明書を市町村の窓口に提出すること

により、全額払い戻しを受けられます。 

(2) 介護支援専門員が通常のサービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、その交通費

は、通常の事業の実施地域を超えた地点から公共交通機関を利用した実費を徴収します。なお自動車を利用

した場合の交通費は次の額を徴収します。（※通常の事業の実施地域を超えた地点から１キロメートル当た

り２０円）交通費の支払いを受ける場合には利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで

支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けます。 



※地域によって物価や人件費等が異なるため地域区分が設定されておりますが、前橋市は7級地に該当しており、

基本単位等に１０.２１乗じた金額が利用者負担となります。 

 

【基本利用料】 

取扱要件 
基本単位 

（１ヵ月あたり） 

 利用者負担金 

法定代理 

受領分 

法定代理 

受領分以外 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ） 

<取扱件数が４５件未満> 

要介護度１・２ 1,086単位 

無 料 

１１，０８８円 

要介護度３・４・５ 1,411単位 １４，４０６円 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅱ） 

<取扱件数が４５件以上 

６０件未満> 

要介護度１・２ 544単位  ５，５５４円 

要介護度３・４・５ 704単位 ７，１８７円 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅲ） 

<取扱件数が６０件以上> 

要介護度１・２ 326単位 ３，３２８円 

要介護度３・４・５ 422単位 ４，３０８円 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ） 

<取扱件数が５０件未満> 

要介護度１・２ 1,086単位 

無 料 

１１，０８８円 

要介護度３・４・５ 1,411単位 １４，４０６円 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅱ） 

<取扱件数が５０件以上 

６０件未満> 

要介護度１・２ 527単位  ５，３８０円 

要介護度３・４・５ 683単位 ６，９７３円 

居宅介護支援費Ⅲ（ⅲ） 

<取扱件数が６０件以上> 

要介護度１・２ 316単位 ３，２２６円 

要介護度３・４・５ 410単位 ４，１８６円 

同一建物に居住する利用

者へのケアマネジメント 

・指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一

の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介

護支援事業所と同一の建物に居住する利用者 

・指定居宅介護支援事業所における 1月あたりの

利用者が同一の建物に 20人以上居住する建物（上

記を除く。）に居住する利用者 

所定単位数の９５％を算定 

※前記の基本単位は、厚生労働大臣が告示で定める単位であり、これが改定された場合は、これら基本単位も自

動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本単位を書面でお知らせします。 

 

【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件  利用者負担金 

初回加算 

新規あるいは要介護状態区分が２区分以上変更さ

れた利用者に対し指定居宅支援を提供した場合 

（１月につき） 

３００単位   ３，０６３円 

入院時情報連携加算 

(Ⅰ) 

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、

当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に

係る必要な情報を提供していること 

２５０単位   ２，５５２円 

入院時情報連携加算 

(Ⅱ) 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は

翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当

該利用者に係る必要な情報を提供していること 

２００単位   ２，０４２円 

通院時情報連携加算 

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医

師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、

医師又は歯科医師等に対して利用者の心身の状況

５０単位   ５１０円 



や生活環境等の必要な情報提供を行うとともに、

医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情

報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録

した場合（月に1回） 

退院・退所加算 

（カンファレンス 

     参加なし） 病院や介護保険施設等からの退院・退所し、居宅

サービスを利用する場合において、病院等の職員

から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス

計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調

整を行った場合 

（入院又は入所期間中につき１回を限度・初回加

算との同時算定は不可） 

連携１回 

４５０単位 
  ４，５９５円 

連携２回 

６００単位 
 ６，１２６円 

退院・退所加算 

（カンファレンス 

     参加あり） 

連携１回 

６００単位 
  ６，１２６円 

連携２回 

７５０単位 
７，６５７円 

連携３回 

９００単位 
９，１８９円 

ターミナル  

ケアマネジメント加算 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療や

ケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意

向を把握した上で、その死亡日前１４日以内に２

日以上、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者

の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サ

ービス計画に位置づけた居宅サービス事業者に提

供した場合 

４００単位   ４，０８４円 

特定事業所加算 

事業所における人員体制や研修の実施状況、困難

な事例に対する支援の提供状況等の要件を満たす

場合（各要件を満たした翌月より加算） 

加算Ⅰ 

５１９単位 
５，２９８円 

加算Ⅱ 

４２１単位 
４，２９８円 

加算Ⅲ 

３２３単位 
 ３，２９７円 

加算Ａ 

１１４単位 
 １，１６３円 

特定事業所 

医療介護連携加算 

特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を取得しており、

病院等との連携及びターミナルケアマネジメント

加算の実績において、必要な要件を満たす場合 

（１月につき1回を限度） 

１２５単位 １，２７６円 

緊急時等居宅 

カンファレンス加算 

病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問し

てカンファレンスを行い、利用者に必要な居宅サ

ービス等の利用調整を行った場合（１月に２回を

限度） 

２００単位   ２，０４２円 

中山間地域等に 

居住する者への 

サービス提供加算 

中山間地域において、通常の事業の実施地域外に

居住する利用者へサービス提供した場合 
基本単位の５％ 

中山間地域等における

小規模事業所加算 

中山間地域に所在する小希望事業所が算定出来る

単位 
基本単位の１０％ 



 

【減算】以下の要件に該当する場合、上記の基本単位から減算されます。 

加算の種類 加算の要件  減算額 

運営基準減算 
指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、一定

の要件に該当した場合 

基本単位の５０％(２か月以

上継続の場合は１００％) 

特定事業所 

集中減算 

居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等の居宅

サービスにおける特定の事業者への集中率が、前

６カ月間で正当な理由なく８０％を超える場合 

２００単位 ２，０４２円 

業務継続計画 

未策定減算 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継

続計画が策定されていない場合 

（令和７年３月 31日までの間、感染症の予防及び

まん延の防止のための指針の整備及び非常災害に

関する具体的計画の策定を行っている場合には、

減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸

与、居宅介護支援については、令和７年３月 31日

までの間、減算を適用しない。） 

所定単位数の－１％   

高齢者虐待防止措置 

未実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための措置

（虐待の発生又はその再発を防止するための委員

会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定

めること）が講じられていない場合 

所定単位数の－１％ 

 

９．事故発生時の対応 

 サービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、家族等に早急に連絡を行い、必要な措置を講 

じるとともに、当該事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。 

 また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。このため、次の損害賠償保険に加入

しています。 

 ・保険の種類 賠償責任保険（施設所有管理者、生産物、受託者） 

 ・保険会社  三井住友海上火災保険株式会社 

 

１０．苦情相談窓口 

（１）当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業所が提供した指定居宅介護支援に関する苦

情だけでなく、当事業所が作成した居宅サービス計画に位置付けたサービスに関する苦情も、遠慮なくお

申し出ください。 

事業所相談窓口 
電話番号  ０２７－２１２－４２０５ 

面接場所 当事業所の相談室 

ﾌﾟﾗｳﾄﾞﾗｲﾌ(株) 

苦情相談窓口 

電話番号  ０１２０－９１３－８８０ ※土日祝以外 

受付時間 月～金・祝日 １０：００～１７：００ 

 

（２）上記に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

前橋市介護高齢課 電話番号 ０２７－８９８－６１３２ 

中部福祉事務所 電話番号 ０２７－２３１－７７２１ 

群馬県健康福祉部介護高齢課 電話番号 ０２７－２２６－２５６２ 



群馬県国民健康保険団体連合会 電話番号 ０２７－２９０－１３２３ 

 

１１．個人情報の保護 

  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるも

のとする。 

２ 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用し

ないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人から同意を得るものとする。 

 

１２．秘密保持 

  事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個

人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。 

 また、退職した後においても遵守します。 

２ 事業者は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、利用者の居宅サービス計画立案のためのサービ

ス担当者会議並びに介護支援専門員及び居宅サービス事業者との連絡調整において必要な場合に限り、必要

最小限の範囲内で使用します。 

３ 第１項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

に定める通報ができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

１３．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）介護支援専門員に贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（２）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専

門員又はサービス事業所の担当者へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      年      月      日 

 

 

事業所は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

 

事 業 所  事業所名      ケアプランセンターはなことば前橋 

説明者職・氏名   管理者             印 

 

 

私は、事業所より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

 

        利 用 者  住  所      

氏  名                              印 

 

 

署名代行者（又は法定代理人） 

住  所      

氏  名                            印 

本人との続柄 

 

         

立 会 人  住  所      

氏  名                              印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

 

居宅介護支援 サービス利用割合等 説明書 

 

①前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サ

ービスの利用割合 

訪問介護 ％ 

通所介護 ％ 

地域密着型通所介護 ％ 

福祉用具貸与 ％ 

 

②前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サ

ービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

訪問介護 〇事業所  ％ 〇事業所  ％ 〇事業所  ％ 

通所介護 〇事業所  ％ 〇事業所  ％ 〇事業所  ％ 

地域密着型通所介護 〇事業所  ％ 〇事業所  ％ 〇事業所  ％ 

福祉用具貸与 〇事業所  ％ 〇事業所  ％ 〇事業所  ％ 

 

③判定期間 （令和  年度） 

□ 前期（３月１日から８月末日） 

□ 後期（９月１日から２月末日） 

 


